
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

・｢金融商品の販売等に関
する法律｣に列挙される金
融商品においては、読ん
で聞かせる説明義務を課
しておらず、不動産特定
共同事業法の説明義務の
過度な規制を緩和すべき
である。・「規制改革推
進３か年計画（再改
定）」において、「電子
機器を活用してより低廉
な費用で不動産特定共同
事業が活用されるよう書
面交付手続等における電
子機器の活用形態の明確
化について、（中略）検
討を行い、どのような電
子機器の活用形態が、現
行制度の「書面を交付し
て説明」「書面に記名捺
印」に該当するのかにつ
いて、他法令との整合性
を図りつつ明確にする。
その上で、必要があれ
ば、制度改正を検討す
る。」とされた。検討の
結果についての情報開示
を要望するとともに、検
討を踏まえて、早急に説
明義務の過度な規制を緩
和することを強く要望す
る。

国土交通省
金融庁

5034 5034040
(社)リース事

業協会 4

不動産特定共同事業契約
締結に係る事前説明態様
の多様化について検討
し、結論を得て、平成15
年度中に実施されること
について見解を示された
い。

回答では、現在具体的な
措置内容を検討中とされ
ているが、
①要望内容は、投資信託
等他の金融商品に倣い、
説明義務の撤廃・緩和を
求めるものであり、この
点について具体的な対応
策を改めて検討され、示
されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について具体的に示
されたい。

a Ⅳ

不動産特定共同事業商品
の契約の申込者が、契約
の内容等について十分知
らないままにその締結を
行うと、後々のトラブル
の原因となる可能性があ
ることから、適切に情報
が開示されていることが
不可欠であり、契約成立
前に書面を交付し説明す
ることが、消費者保護や
トラブルの未然防止を図
る観点から必要と考えら
れる。
なお、規制改革推進３か
年計画に記載された不動
産特定共同事業の手続き
要件に関する事項ついて
は、現在具体的な措置内
容の検討を行っていると
ころ。

z1200010

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

c
不動産特定共同
事業法第24条第1
項

不動産特定共同事業者
は、不動産特定宇共同事
業が成立するまでの間
に、不動産特定共同事業
契約の内容及びその履行
に関する事項であって主
務省令で定めるものにつ
いて、書面を交付して説
明しなければならない。

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

不動産特定共同事業商品
の契約の申込者が、契約
の内容等について十分知
らないままにその締結を
行うと、後々のトラブル
の原因となる可能性があ
ることから、適切に情報
が開示されていることが
不可欠であり、契約成立
前に書面を交付し説明す
ることが、消費者保護や
トラブルの未然防止を図
る観点から必要と考えら
れる。同観点に配慮しつ
つ、規制改革推進３か年
計画に記載された不動産
特定共同事業の手続き要
件に関する事項について
は、ビデオ等の電子機器
の活用を可能とするよう
平成１５年度中に所要の
通知を発する措置を講じ
る予定。

5008 5008120 オリックス㈱ 12.1 国土交通省
金融庁

｢金融商品の販売等に関す
る法律｣に列挙される金融
商品においては、読んで
聞かせる説明義務を課し
ておらず、不動産特定共
同事業法の説明義務の過
度な規制を緩和すべきで
ある。
本事項については、平成
15年３月に閣議決定され
た「規制改革推進３か年
計画（再改定）」におい
て、「電子機器を活用し
てより低廉な費用で不動
産特定共同事業が活用さ
れるよう書面交付手続等
における電子機器の活用
形態の明確化について、
消費者保護やトラブルの
未然防止を図りつつ、検
討を行い、どのような電
子機器の活用形態が、現
行制度の「書面を交付し
て説明」「書面に記名捺
印」に該当するのかにつ
いて、他法令との整合性
を図りつつ明確にする。
その上で、必要があれ
ば、制度改正を検討す
る。」とされた。

検討の結果についての情
報開示を要望するととも
に、検討を踏まえて、早
急に説明義務の過度な規
制を緩和することを強く
要望する。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

・自動車の生産・販売・
流通に伴って必要となる
諸行政手続（検査・登録
～国、車庫証明・納税～
地方、自賠責保険確認～
国）等の電子化は、規制
改革推進3ヵ年計画におい
て、平成17年を目標に稼
動開始（平成15年目途に
一部地方公共団体で試験
運用）となっているが、
これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検
討・具体化していくこ
と。　①検査・登録等諸
手続〇自動車の検査・登
録手続等の電子化〇軽自
動車の検査・届出手続等
の電子化〇納税証明書の
添付に代わる電子化の検
討〇抹消・移転登録手続
の電子化　②自動車取得
税の納付手続〇納付手続
の電子化　③自動車税・
軽自動車税納付及び還付
手続〇納付及び還付手続
の電子化〇電子化に向け
た納付及び還付手続の合
理化〇納税に係る行政と
所有者の有する電子情報
の交換　④重量税納付手
続等〇納付手続等の電子
化

（以下「その他」欄に続
く）

国土交通省
財務省
総務省
警察庁

5034 5034030
(社)リース事

業協会 3

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

自動車の生産・販売・流
通に伴って必要となる諸
行政手続（検査・登録～
国、車庫証明・納税～地
方、自賠責保険確認～
国）等の電子化は、規制
改革推進3ヵ年計画におい
て、平成17年を目標に稼
動開始（平成15年目途に
一部地方公共団体で試験
運用）となっているが、
これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検
討・具体化していくこ
と。

①検査・登録等諸手続〇
自動車の検査・登録手続
等の電子化〇軽自動車の
検査・届出手続等の電子
化〇納税証明書の添付に
代わる電子化の検討〇抹
消・移転登録手続の電子
化
②自動車取得税の納付手
続〇納付手続の電子化
③自動車税・軽自動車税
納付及び還付手続〇納付
及び還付手続の電子化
〇電子化に向けた納付及
び還付手続の合理化〇納
税に係る行政と所有者の
有する電子情報の交換
④重量税納付手続等〇納
付手続等の電子化
⑤保管場所証明申請手続
〇申請手続の電子化及び
電子化に向けた申請手続
の全国統一化〇電子化に
向けた添付書類の簡素化
等
⑥自賠責保険付保〇付保
手続の電子化及び電子化
に向けた手続の合理化
⑦所有者に対する所有自
動車に係る登録事項等の
電子的開示

なお、試験運用を行う
際、大量の自動車を所有
するリース会社の事務手
続等を考慮して、その運
用に当たっての検討等を

国土交通省
財務省
総務省
警察庁

5008 5008240 オリックス㈱ 24.1

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスによ
る電子化を実施するには
関係諸法の改正が必要と
考えるが、改正法案をで
きるだけ早期に提出する
ことについて見解を示さ
れたい。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

bｂ

①自動車保有に関する手
続（検査・登録、保管場
所証明、自動車関係諸税
等の納付等）のワンス
トップサービスよる電子
化については、平成１７
年を目標にシステム稼働
を目指すこととしてい
る。このワンストップ
サービス化によって複数
の行政機関に出向くこと
なく、各行政機関への手
続が一括して行えること
となり記入事項の一本化
等、申請手続の合理化が
図られることとなりま
す。その際、入力項目を
集約した申請画面や税・
手数料のまとめ払いと
いった大量に自動車を保
有する方にも配慮した仕
組みを設ける方向で検討
しているところ。また、
平成１５年度には、一部
地域でシステムの実用化
に係る試験運用を行う予
定。
軽自動車についてワンス
トップサービス化する際
には、軽自動車検査協会
で現在独自に行われてい
る事務手続についても接
続のインターフェイスを
統一化すること等によ
り、申請者負担の軽減が
図られるようにする方向
で検討しているところ。
⑥自賠責保険の付保確認
は電子的に行う方向で検
討している。
⑦今後ワンストップサー
ビスの検討を進めるにあ
たって、その具体的な対
象範囲については、ご提
案の趣旨を理解しつつ、
利便性の向上や個人情報
の保護等の観点から検討
する。

①道路運送車両
法第7条、第12
条、第13条、第
15条、第59条、
第62条、第97条
の2第1項　②地
方税法第699条の
11　③地方税法
第151条、第151
条の2、第152条
④自動車重量税
法第8条、第10
条、第10条の2
⑤自動車の保管
場所の確保等に
関する法律第4
条、第5条、第6
条、第7条、第13
条　⑥自動車損
害賠償保障法第9
条　⑦道路運送
車両法第22条及
び平成13年11月6
日付け国自管61
号通達「登録事
項等証明書交付
請求者及び自動
車検査証再交付
申請者等に対す
る本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、
自動車の検査・登録を受
けるために、運輸支局等
の他、市役所等、警察
署、都道府県税事務所
等、それぞれの行政機関
に出向いて手続を行う必
要がある。

z1200020

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画
において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目
指すこととされており、
平成１７年のシステム稼
動に向けて、関係行政機
関及び関係民間団体と調
整を行っているところで
あり、現在、自動車保有
関係手続のワンストップ
サービスのシステムの構
築を進めている。ワンス
トップサービス・システ
ムは、行政機関及び民間
団体とのシステムに複雑
多岐に接続されるため、
平成１５年度から一部地
域で試験運用を始めて、
平成１６年度も引き続
き、対象地域を拡大する
とともに、関係民間団体
で整備するシステムと接
続した試験運用を行うこ
と等により、平成１７年
のシステム稼動前まで
に、十分な試験・検証を
行う必要がある。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5028 5028010 日本ガイシ㈱ 1

ﾅﾄﾘｳﾑ･硫黄（Ｎ
ＡＳ）電池に係
る用途地域規制
の緩和

ＮＡＳ電池は危険物とし
てみなされており設置許
可にあたり、現行法では
公聴会、建築審査会が必
要となっている。安全性
能が確認されたＮＡＳ電
池については、この手続
きを省略して頂きたい。

国土交通省

5102 5102600
(社)日本経済
団体連合会 60

ナトリウム・硫
黄電池に係る用
途地域規制の撤
廃

ナトリウム・硫黄電池(以
下「ＮＡＳ電池」という)
にかかる建築基準法の用
途地域の規制を撤廃すべ
きである。

国土交通省

5008 5008410 オリックス㈱ 41

運転手の労務供
給、紹介、斡旋
に関するレンタ
カーの規制緩和

レンタカー事業者が優良
な運転代行業者、運行管
理業者等の団体及び特定
の事業者を紹介できるよ
うになることを要望す
る。

国土交通省

5034 5034370
(社)リース事

業協会 37

運転手の労務供
給、紹介、斡旋
に関するレンタ
カーの規制緩和

レンタカー事業者が優良
な運転代行業者、運行管
理業者等の団体及び特定
の事業者を紹介できるよ
うになることを要望す
る。

国土交通省

レンタカー事業者が行う
運転者派遣団体等に関す
る情報提供の具体的な方
法等について検討し、で
きるだけ早期に必要な措
置を講ずる必要があると
考えるが、見解を示され
たい。

NAS電池の普及の観点か
ら、用途地域規制の見直
しについて、平成16年度
中を目途に措置すること
について、見解を示され
たい。

今春の同内容の要望に対
する御省回答では、「NaS
電池に係る建築基準法の
用途規制については、関
係法令との整合性も含
め、対応の可否について
検討を行っているとこ
ろ」との回答を得ている
が、
①検討の具体的内容を示
されたい。特に、要望内
容はNaS電池に係る用途地
域規制の撤廃、手続の緩
和（公開による意見徴収
及び建築審査会の同意の
省略）であり、これらの
点について具体的な対応
策を更に検討され、示さ
れたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について具体的に示
されたい。

回答では、「白バス・白
タク行為」の助長の恐れ
が高いことを理由に対応
不可とされているが、
①実施要件の創設等によ
る限定的な運用について
の実施可能性を再検討
し、
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

b

レンタカー事業を装った
道路運送法の脱法行為
（道路運送法の許可を得
ることなく、旅客の安全
や利用者保護が十分に確
保されないまま行われる
バス、タクシー等の営業
行為）は、多くの場合、
レンタカー車両の貸渡し
とあわせて、運転者の派
遣、紹介、あっせんを行
う形で行われていること
から、要望をそのまま認
めた場合には、脱法行為
に口実を与えることとな
り、旅客の安全や利用者
保護が十分に確保されな
い非合法のバス、タク
シーがまん延する結果を
招きかねない。しかしな
がら、国土交通省として
は、本年５月に社団法人
全国レンタカー協会とと
もに行った検討結果を踏
まえつつ、レンタカー事
業の活性化に向けた事業
法制等の見直しの一環と
して、レンタカー事業者
が行う運転者派遣団体等
に関する情報提供につい
て、レンタカー事業者自
らによる営業類似行為の
排除に向けた努力を行う
ことを前提に、今後、情
報提供の具体的な方法等
について検討していくこ
ととしているところであ
る。

ｄ

検討にあたっては安全性
等の観点から周辺に与え
る影響を見極める必要が
あり、具体的な対応策や
実施時期を現時点におい
て明らかにすることは困
難である。

道路運送法第79
条第2項、80条第
2項、H7.6.13自
旅第138号通達

「貸渡人を自動車の使用
者として行う自家用自動
車の貸渡し（レンタ
カー）の取扱いについ
て」（H7.6.13自旅第138
号）により自動車の借受
けに付随して、貸渡人か
ら運転者の労務提供（運
転者の紹介及びあっ旋を
含む）を受けることがで
きないこととされている

ｃ

旅客自動車運送事業につ
いては、その公共性に鑑
み、輸送の安全及び旅客
の利便の確保は至上命題
であり、そのような観点
から道路運送法上さまざ
まな規制が設けられてい
るところである。した
がって、脱法的に自家用
自動車により旅客自動車
運送事業類似行為（いわ
ゆる白バス・白タク行
為）が行われることとな
ると、旅客自動車運送事
業について道路運送法上
さまざまな規制を設けて
いる趣旨が没却されるこ
ととなる。
「貸渡人を自動車の使用
者として行う自家用自動
車の貸渡し（レンタ
カー）の取扱いについ
て」（平成７年６月１３
日付け自旅第１３８号）
２．（２）において、貸
渡しに付随した運転者の
労務供給（運転者の紹介
及びあっせんを含む。）
を禁止しているのは、レ
ンタカーの貸渡しに付随
して、運転者の労務供
給、紹介、あっせん等を
行う行為は、上記のいわ
ゆる「白バス・白タク行
為」を助長するおそれが
高いためである。

d

ナトリウムは自然発火性
を、硫黄は可燃性を有す
る物質であり危険性の高
い物質であるため、市街
地環境を保護する観点か
ら、ナトリウム・硫黄電
池を設置した建築物の立
地は制限されている。
　なお、国土交通省とし
ても、平成１１年の消防
庁通知をふまえ通知（平
成１１年建住街第６５
号）を発出し、一定の安
全性が確保されたものに
ついて、用途制限に係る
特例許可制度の積極的な
活用を図っているところ
である。

建築基準法第４
８条　　　建築
基準法施行令第
１３０条の９

建築基準法による用途制
限に適合しない用途の建
築物を建築するに当たっ
ては、公開による意見の
聴取及び建築審査会の同
意を得た上で、特定行政
庁の許可が必要である。

z1200110

運転手の労務供
給、紹介、斡旋
に関するレンタ
カーの規制緩和

z1200070

ナトリウム・硫
黄（ＮＡＳ）電
池に係る用途地
域規制の緩和
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5064 5064010

かながわ移動
サービス

ネットワーク
準備会

1

･移動困難者の外
出を支援する送
迎NPOに対する不
要不当な規制を
なくす。

・白ナンバーの市民活動
移動サービスに関して、
道路運送法80条1項（自家
用車は､有償で運送の用に
供してはならない）の適
用をやめること。

国土交通省

5065 5065010 任意団体 1

高齢・障害によ
る移動困難者に
移送介助を行っ
ている非営利団
体に不当な規制
をしないこと。

移送介助サービスに対し
て、道路運送法80条1項
（自家用自動車は有償で
運送の用に共してはなら
ない）の適用を止めるこ
と。必要があれば厚労省
の所管で現実的なガイド
ラインを作成すること。

国土交通省

5066 5066010

ワーカーズコ
レクティブ
らら・むーぶ

港北

1

・非営利で行わ
れている市民の
移動サービスに
対して、活動を
妨げる不当な規
制をなくす

・道路運送法80条によっ
て市民が行う移動サービ
スを規制することをやめ
る｡　　　　　・白ナン
バーの自家用車での活動
を認め、2種免許取得を義
務付けしない｡

国土交通省

5067 5067010

ワーカーズコ
レクティブ笑

顔
1

･移動困難者の外
出を支援する送
迎NPOに対する不
要不当な規制を
なくす。

・白ナンバーの市民活動
移動サービスに関して、
道路運送法80条1項（自家
用車は､有償で運送の用に
供してはならない）の適
用をやめること。

国土交通省

5068 5068010

移動サービス
アクセス

ワーカーズコ
レクティブク
ローバー

1

･移動困難者の外
出を支援する送
迎NPOに対する不
要不当な規制を
なくす。

・白ナンバーの市民活動
移動サービスに関して、
道路運送法80条1項（自家
用車は､有償で運送の用に
供してはならない）の適
用をやめること。

国土交通省

5069 5069010 山野上啓子 1

移動困難者の外
出を支援する自
家用車利用のボ
ランティア有償
移動サービスに
対する
不要不当な規制
をなくす。

市民活動で行われている
自家用車を利用しての移
動サービスに対する対価
は、輸送に対するもので
はなく、移動困難者の車
による移動だけでなく、
乗降介助を含み、ベット
から目的地までの移動に
対するものである。よっ
て、道路運送法８０条１
項の適用を止めること。

国土交通省

5070 5070010

神奈川W.Co連
合会

在宅福祉W.Co
連絡会議（運
営委員）

1

･移動困難者の外
出を支援する非
営利・市民活動
送迎への規制緩
和

・特区構想の中で白ナン
バーの車両による非営
利・市民活動移動のサー
ビスに関して、道路運送
法80条1項（自家用車は､
有償で運送の用に供して
はならない）を適用して
新たな規制をかけること
に対して十分な調査と議
論をすすめ、早急な位置
づけをしないことを要望
します。

国土交通省

5071 5071010 中野雅司 1

移動困難者の外
出支援を行う市
民団体に対する
不要不当な規制
をなくす。

自家用車使用の移動サー
ビス市民活動団体に関し
て、
道路運送法第８０条第１
項を適用することを止め
ること。

国土交通省

5072 5072010

NPO法人ワー
カーズコレク

ティブ
キャリージョ

イ

1

移動困難者の外
出を支援する送
迎NPOに対する不
要・不当な規制
をなくす。

・白ナンバーの車両で行
う福祉の分野における市
民活動移動サービスに関
して、道路運送法80条１
項（自家用自動車は、有
償で運送の用に供しては
ならない）の摘要を止め
ること。
・構造改革特別区域法に
おける新たな規制を排除
する。①運送主体の限定
②運送対象者限定③使用
車両の限定④運転手への
二種免許の義務付け⑤運
送の対価をタクシーと比
較して規定する。等を廃
止する。

国土交通省

ＮＰＯによるボランティ
ア輸送として自家用自動
車による有償運送事業を
平成15年度に全国実施す
ることについて、見解を
示されたい。

・回答では、ＮＰＯによ
るボランティア輸送につ
いて特区での実態評価を
踏まえ全国展開とされて
いるが、
①要望内容は、特区にお
ける実施要件の緩和を求
めるものであり、各要件
緩和の可能性についての
見解を具体的に示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

b

要望は、旅客の安全や利
用者保護を確保し、利用
者にとって“安全で安心
して利用できる”輸送
サービスを実現していく
趣旨により、今般、構造
改革特区により新たにＮ
ＰＯ等による有償の福祉
輸送を認めた道路運送法
第８０条による許可制度
の運用を「不要不当な規
制」であるとして撤廃を
求めるものであるが、同
制度の運用は、地方公共
団体が認定を受けた特区
における規制緩和措置と
して行われるものであ
り、一般的にＮＰＯ等に
対する規制の強化を目的
としたものではない。
また、実施要件の緩和に
ついては、特区に係る実
施結果や具体的要望を踏
まえつつ、今後全国実施
に向け検討していくこと
としているが、今般いた
だいた各団体の要望には
具体的な緩和の内容及び
その理由が明確にされて
おらず、より具体的な意
見として提出いただける
とありがたいと考えてい
る。
なお、本特区制度につい
ては、４月及び５月に認
定を受け、現在、本特区
制度による自家用自動車
の有償運送事業の実施に
向け、準備を進めていた
だいている。本特区制度
については、「構造改革
特区推進のためのプログ
ラム」（平成１４年１０
月１１日構造改革特区推
進本部決定）において、
「全国で実施するための
３ヶ月程度の先行実施」
と位置付けられており、
すでに認定された特区に
ついて３ヶ月程度実施し
た結果を評価した上で、
これらの結果を踏まえ、
必要に応じて制度を見直
した上、全国実施を図る
こととする。

ＮＰＯによるボランティ
ア輸送については、「構
造改革特別区域法に係る
ＮＰＯによるボランティ
ア輸送としての有償運送
可能化事業における道路
運送法第８０条第１項に
よる申請に対する取扱い
について」（平成１５年
３月１８日付け国自旅第
２３１号）において、自
家用自動車による有償運
送の許可要件を緩和した
ところであるが、そもそ
も、道路運送法上、他人
の需要に応じ、有償で、
自動車を使用して旅客を
運送する場合には、旅客
自動車運送事業の許可が
必要であるとされている
ところ、今般の構造改革
特区制度は、高齢化社会
の進行に伴う移動制約者
の輸送需要の増大を踏ま
え、タクシー等の公共交
通機関が存在しない地域
に限り、地方公共団体が
制度の運営において責任
ある役割を果たすことを
前提に、同法第８０条第
１項に規定する自家用自
動車の有償運送の許可を
受けることができること
とする特例を設けたもの
である。
上記のとおり、有償で旅
客を運送する旅客自動車
運送事業については、旅
客輸送の安全確保、一般
の利用者保護といった社
会的要請から所要の規定
を設けている一方、その
脱法行為を防止する観点
から自家用自動車による
有償運送は、災害緊急時
や、路線バスが廃止され
た場合に地方公共団体が
代替バスを運行するとき
等公共性が高い輸送に
限って認められるべきも
のであり、また、ＮＰＯ
によるボランティア輸送
については地方公共団体
が当該地域における輸送
実態に鑑みて、構造改革
特区制度を積極的に活用
すれば、ＮＰＯ等が自家
用自動車による有償運送
を行うことは可能となっ
ている。
なお、構造改革特区にお
けるＮＰＯによるボラン
ティア輸送としての有償
運送可能化事業について
は、特区における結果を
検証の上、全国実施を図
ることとしている。
また、福祉輸送をめぐる
問題については、無用の
混乱を招くことがないよ
う、厚生労働省とも十分
調整を図りながら、改善
の実があがるよう検討を
進めておりところであ
る。

道路運送法第80
条第1項、
H15.3.18国自旅
第231号通達

NPOによるボランティア輸
送として自家用自動車に
よる有償運送事業を行う
には、「構造改革特別区
域法に係るNPOによるボラ
ンティア輸送としての有
償運送可能化事業におけ
る道路運送法第80条第1項
による申請に対する取扱
いについて」（H15.3.18
国自旅第231号）に基づき
道路運送法80条第1項の許
可を取らなければならな
い

ｃz1200120

移動困難者の外
出を支援する送
迎ＮＰＯに対す
る不要不当な規
制の撤廃
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5036 5036020
(社)日本船主

協会 2 港湾運送事業の
更なる規制緩和

平成12年11月に施行され
た改正港湾運送事業法で
対象とされた主要９港以
外の更なる規制緩和の実
現

国土交通省

5095 5095020 鳥取県 2
港湾運送事業の
需給調整規制の
早期撤廃

特定港湾以外の港湾につ
いて、港湾運送事業を免
許制から許可制へ

国土交通省

補助金等に係る
予算の執行の適
性化に関する法
律（以下、「適
化法」とい
う。）の運用改
善

下水処理場等における未
利用空間について、本来
の目的を妨げない範囲で
商業施設などの設置を行
うことができるよう、許
可要件の明確化及び緩和
措置を図る。

国土交通省5004 5004020
愛知県名古屋

市 2

補助金等により取得した
下水処理場等における未
利用空間の有効活用を図
る観点から、本来の目的
を妨げない範囲で使用す
る場合の承認基準を平成
15年度中に明確化するこ
とについて、見解を示さ
れたい。

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
第２２条においては、
「各省各庁の長の承認を
受けないで」補助金等の
交付の目的に反して処分
してはならない、と定め
ているが、運用上、どの
ような場合に各省各庁の
長の承認を受けることが
できるかについて、その
要件、基準を各省各庁の
長が明確化することを否
定する趣旨ではない。し
たがって、
①要望内容は、要件の明
確化を求めるものであ
り、この点について具体
的な対応策を改めて検討
され、示されたい。
②さらに、要望内容は、
本来の目的を妨げない範
囲で商業施設などの設置
を行うことができるよう
求めるものであり、この
点について具体的な対応
策を改めて検討され、示
されたい。
③上記①②を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め具体
的に示されたい。

c

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
第２２条の運用上の解釈
として、要件、基準の明
確化を否定するものでは
ないが、貸し付けに関す
る要件、基準の明確化は
処理場建設の当初計画の
段階から商業施設などの
設置を認めたり、促すこ
とにつながりかねず、本
来補助金は処理場建設に
必要とする用地の取得に
係る費用に対して交付す
るものであり、処理場建
設に必要のない商業施設
などの設置に係る用地の
取得に対しても補助金を
交付することになりかね
ない。このため要件、基
準を一律的に明確化する
ことは困難であり、従来
どおり各省各庁の長が
個々の諸事情を判断し、
貸し付けすることがやむ
を得ないと判断した場合
に承認する。

c

補助金等により取得した
用地等の財産の処分の制
限は、法２２条により、
貸し付け等してはならな
いとされている。これは
原則他の目的に使用して
はならないということで
あり、目的外に使用する
場合には、各省各庁の長
が個々の諸事情等を判断
し、貸し付け等すること
が妥当、又はやむを得な
い等と判断した場合に承
認しているものであるた
め、一律的に明確化する
ことは出来ない。

z1200150

補助金等に係る
予算の執行の適
性化に関する法
律の運用改善

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条

補助金等の交付の目的に
反し使用等する場合は、
個別に協議をしなければ
ならない。

平成16年度中に国会に港
湾運送事業法改正案を提
出することについて、見
解を示されたい。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ

　主要９港以外の地方港
の規制緩和については、
本年３月２８日に閣議決
定された規制改革推進三
か年計画（再改定）の中
で、「平成１５年度中に
所定の結論を得て、以降
速やかに措置を講ずる」
とされたところであり、
国土交通省としては、こ
の方針に沿って平成１５
年度中に結論を出す予定
である。
　これを受け、国土交通
省としては、本年５月に
設置した「港湾運送事業
の在り方に関する懇談
会」の中で関係者で構成
される委員にご議論頂
き、平成１５年度中に最
終報告をとりまとめる予
定である。
　最終報告を受け、規制
緩和を実施するためには
港湾運送事業法の改正を
行う必要がある。国会日
程等の関係から、現時点
では、平成１６年度まで
に実施できるか否か判断
することは困難である。

港湾運送事業法第４条に
基づき、主要９港（千
葉、京浜、清水、名古
屋、四日市、大阪、神
戸、関門、博多）以外の
港湾においては、港湾運
送事業の参入は免許制に
よる需給調整規制が行わ
れている。
　主要９港以外の地方港
の規制緩和については、
本年３月２８日に閣議決
定された規制改革推進三
か年計画（再改定）の中
で、「平成１５年度中に
所定の結論を得て、以降
速やかに措置を講ずる」
とされたところであり、
国土交通省としては、こ
の方針に沿って平成１５
年度中に結論を出す予
定。

港湾運送事業法
第４条等

主要9港以外の港において
港湾運送事業を営もうと
する者は、港湾運送事業
の種類及び港湾ごとに、
国土交通大臣の免許を取
得しなければならず、運
賃・料金についても国土
交通大臣の認可を受けな
ければならない。

ｂz1200140
港湾運送事業の
規制緩和

12)国土交通省（抜粋版）.xls    5/12ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1200180
都市公園内にお
ける占用許可の
対象拡大

都市公園法
第７条第７号

都市公園法施行
令
第１２条第２号
の２

都市公園法施行
規則
第８条

都市公園の地下に都市公
園法施行令第１２条第２
号の２に規定する水道施
設等を設置する場合、公
園の面積が２ｈａ以上、
占有面積の２倍以上とい
う条件を満たしている必
要がある。

ｂ Ⅰ

都市公園の地下に水道施
設等を設けることについ
ては、都市公園が都市の
貴重なオープンスペース
の性格を有していること
等から、地下に占用物件
のない面積をなるべく確
保するために公園の面積
が２ｈａ以上、占有面積
の２倍以上という条件を
設けている。
一方、都市公園と他の施
設とを立体的に活用する
ことが望まれる場合もあ
り、地域の状況によって
は地下の利用ができるよ
うに、新たに公園立体区
域を定めることができる
制度（立体公園制度）を
設けることについて検討
中。

回答では、立体公園制度
も設けることにより対応
とされているが、
①平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。
②要望主体の検討してい
る施設は同制度により設
置可能となるのか、改め
て検討し、示されたい。

b Ⅰ

①平成１６年度までに実
施することを検討中
②設置可能となるよう検
討

立体公園制度を平成16年
度中に創設することにつ
いて、見解を示された
い。

5010 5010010 愛知県稲沢市 1
都市公園内にお
ける占用許可の
対象拡大

・都市公園法施行規則第
８条に規定する水道施
設、下水道施設又は変電
所を設けることができる
都市公園の面積要件及び
占有面積の比率制限の要
件を全面的に廃止する。

国土交通省

電気通信工事業
に係る特定建設
業許可の要件の
うち、実務経験
の条件緩和

電気通信工事業に係る特
定建設業許可の要件に
は、営業所専任技術者、
及び電気通信工事の監理
技術者の確保が必要であ
る。
この要件として、①技術
士　②一定の実務経験を
有する者がある。
このうち、指導監督的実
務経験について、従事業
務を現行工事のみに加え
点検補修工事を含めた解
釈とする、条件の緩和を
お願いしたい。

国土交通省5040 5040070 ㈱シーテック 7

従事した業務の内容が補
修工事に該当するものと
認められれば、「指導監
督的な実務経験」に該当
する旨、平成15年度中に
明確化することについ
て、見解を示されたい。

回答では、「補修工事」
については、指導監督的
な実務経験として取り扱
うこととなっているとさ
れているが、
①この点について、解釈
の徹底の観点から、通
達・ガイドライン等によ
り一層の周知を図ること
を具体的に検討され、示
されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。
③「点検」は含まれない
理由及び含めた場合の問
題点について、具体的に
示されたい。

ａ

①「補修工事」でもその
工事内容が、昭和47年建
設省告示350号の「電気通
信工事」に該当すれば、
「建設工事の指導監督的
な実務経験」に該当す
る。なお、当該「補修工
事」の内容が「建設工
事」に該当するかどうか
は、審査段階において判
断することとなるので、
各種会議等の機会に改め
て周知を図っていきた
い。
②今年度、各地の会議に
よる。
③単なる「点検」は「建
設工事」に該当しないた
め､法26条2項の下請契約
が3,000万以上の工事施工
の技術上の管理をつかさ
どる「監理技術者」とし
ての要件としては、不適
当である。

ｄ

「点検」は建設業法にお
ける「電気通信工事」に
該当しないが、「補修工
事」の内容に建設業法に
おける「電気通信工事」
に該当するものが含まれ
ていれば、現行制度上、
指導監督的な実務経験と
して取り扱うこととなっ
ている。

z1200280

電気通信工事業
に係る特定建設
業許可の要件の
うち、実務経験
の条件緩和

建設業法第15条

「指導監督的な実務経
験」とは、建設工事の設
計又は施工の全般につい
て、工事現場主任者又は
工事現場監督者のような
資格で工事の技術面を総
合的に指導監督した経験
をいう。

河川保全区域に
おいて、管きょ
の径や構造など
一定の要件を満
たす場合におい
て、管きょ埋設
を可能にし、下
水道未供用地区
の解消

河川保全区域における工
作物の判断基準の緩和を
図る。

国土交通省5004 5004030
愛知県名古屋

市 3

河川保全区域内における
下水道管等の設置につい
て、平成15年度中に設置
した事例集を作成し、こ
れを広く紹介することに
ついて、見解を示された
い。

回答では、既に平成６年
通知で判断基準を明確に
し一定の場合には工作物
の設置は可能とされてい
るが、
①要望内容について、例
えば平成６年当該通知
（４）にある「やむを得
ず工作物を設置する場
合」について、「やむを
えない理由」を具体的に
例示するなど、具体的な
対応策・実施時期を改め
て検討され、示された
い。
②また、平成６年の工作
物設置許可基準では、１
①「縦断的に設置しない
ことを基本とするものと
する」とされているが、
この趣旨は例外を認めな
いものではなく、一定の
場合には縦断的な占用も
許可できるものであるこ
とを明らかにすること、
などの対応策について改
めて検討し、実施時期を
含めて示されたい。

ｅ
ｄ

①堤防の安全性に対する
影響については、個々の
河川の特性によるところ
が大きく、その場所毎に
判断する事となるため、
全国一律の理由を提示す
るのは適切とは言えず、
周辺の土地利用形態から
判断し、他の場所への設
置が社会通念上不可能な
場合においては縦断的に
設置することをやむを得
ないものと判断する。た
だし、設置にあたっては
堤防に対する安全性の確
保が前提であり、設置す
る工作物の径や構造では
なく、設置後の安全性が
従前の安全性と比較して
弱体化していない場合
は、設置が可能である。
②河川保全区域において
は工作物設置許可基準
（平成６年通達）は該当
せず、占用も該当しな
い。（事実誤認）

ｅ

当該規制及び通達につい
ては、河川保全区域内に
おける工作物の設置につ
いての判断基準を明確に
したものであり、設置を
禁止しているものではあ
りません。ご指摘のとお
り堤防の安全が十分確保
されている場合及び必要
に応じ対策講ずる場合に
ついては、工作物の設置
は可能となります。

z1200160
河川保全区域に
おける管きょ埋
設の容認

河川法第５５条
第１項（河川保
全区域における
行為の制限）
堤内地の堤脚付
近に設置する工
作物の位置等に
ついて（河川局
治水課長通達
平成６年５月３
１日建河治発第
４０号）

堤防の堤脚付近に工作物
を設置する場合には、堤
防に与える影響について
検討し、その設置の可否
を決定するものとする。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

分譲埋立については、こ
れを行うことができる主
体が公共団体等の公益的
な活動をするものに限定
されていることから、当
該主体が公益を害する活
動をするとは考えられ
ず、貴省回答のような
「当該許可処分の内容が
認可した内容と齟齬をき
た」すといった指摘は当
たらないと考えられる。
こうした点を踏まえ、分
譲埋立については法第27
条及び29条の許可に係る
国土交通大臣の協議を不
要とすることについて見
解を示されたい。

z1200290

公有水面埋立法
における国土交
通大臣への報
告・協議事項の
廃止・縮小

公有水面埋立法
第23条第２項、
第２７条第３
項、第２９条第
３項

　竣功認可の告示前に工
作物を設置しようとする
場合は、免許権者(都道府
県知事又は港湾管理者）
の許可を受けることとさ
れており、埋立ての免許
に際し国土交通大臣の認
可を受けた場合は、この
許可にあたって予め免許
権者(都道府県知事又は港
湾管理者）から大臣への
報告が必要。
　また、竣功認可の告示
後１０年以内に埋立地の
権利の設定・移転等をし
ようとする場合や用途を
変更する場合には、免許
権者の許可が必要であ
り、上記と同様に埋立て
の免許に際し大臣認可を
受けた場合は、予め免許
権者より大臣への協議が
必要。

c

　一定の要件に該当する
埋立ては、もたらす影響
が大きく、利害関係者と
の調整が複雑化すること
から、より慎重な取り扱
いをする必要があるた
め、免許権者のみの判断
に委ねることなく、主務
大臣がその埋立ての内
容・目的・利害関係の調
整、環境保全上の配慮に
ついて客観的・広域的な
見地から総合的に検討し
認可することとされてい
る。また、公有水面埋立
法（以下「法」とい
う。）第23条第２項に係
る報告、第27条第３項及
び第29条第３項に係る協
議については、免許時に
大臣の認可を受けた埋立
のみを対象としている。
①　23条第２項に係る報
告
　法の趣旨は、免許権者
が竣功認可の告示後、国
民共有の財産たる公有水
面の公用を廃止し、その
後埋立地本来の用途に
従った土地利用が可能と
なるというものである。
しかし経済性・効率性の
観点から竣功認可の告示
前に工作物の設置を行っ
たほうが合理的な場合が
考えられ、このような場
合、免許権者の許可に係
らしめることにより竣功
認可の告示前に埋立地を
使用できるというのが同
条の趣旨である。
②　法27条第３項及び29
条第３項に係る協議
　埋立権者は所有権を取
得後、当初の用途に従っ
て埋立地を使用しなけれ
ばならない。しかし、一
旦取得した後は、普通の
土地と同様に権利の移
転・設定が可能であり、
また埋立地の用途をめぐ
る社会経済情勢の変化に
より、用途変更を認めざ
るを得ない場合もあるこ
とから、これらの場合は
免許権者の許可に係らし
めることにより可能とし
ている。

（以下「その他」欄に続
く）

③　大臣への協
議・報告の廃止
の困難性
  これらの事務
は、自治事務に
分類されるが、
法第47条第１項
に基づく主務大
臣の認可を受け
た埋立ての許可
について、当該
許可処分の内容
が認可した内容
と齟齬をきたさ
ないようにする
ため、予め主務
大臣に協議・報
告（以下「協議
等」という。）
することとされ
ているものであ
り、主務大臣
は、協議等を受
けた後必要があ
ると認めた場合
には、地方自治
法に基づき免許
権者に対して勧
告等の措置を行
うことができ
る。
  協議等を廃止
すれば、免許権
者の許可内容が
認可した内容と
齟齬をきたして
いる場合であっ
ても、免許権者
に対する勧告等
の措置をとるこ
とができなくな
り、認可権者と
しての責任を果
たすことができ
なくなることか
ら、報告を廃止
することは困難
である。

法第２７条第３
項及び第２９条
第３項に係る協
議については、
特区第１次提案
において、用途
変更等の柔軟化
及び用途区分の
柔軟化を行い、
大臣協議に係る
処理期間を２週
間としたとこ
ろ。また２次提
案においては制
限期間の短縮(１
０年→５年）を
特区法の改正に
より実施(１０月
施行)。

回答では、協議･報告の廃
止により、主務大臣の認
可内容と齟齬を来たすお
それがあることを根拠に
対応不可とされている
が、当該事務が自治事務
であることに鑑みれば、
当該手続の縮小や簡素化
によっても所期の目的を
達成することが可能と考
えられる。したがって、
①手続の簡素化や処理期
間の短縮等の代替措置の
可能性について再検討
し、
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含めて具体
的に示されたい。

d

　公有水面埋立法（以下
「法」という。）第23条
等に規定される事前協議
及び報告の事務は、それ
まで機関委任事務として
整理されていたものを、
平成12年の地方分権一括
法に基づく法改正の際
に、自治事務として整理
した上で、主務大臣が認
可した埋立てについて
は、その適正な執行を確
保するために大臣への協
議等が新たに追加された
ものである。
　そもそも公有水面の埋
立てについては、国民共
有の資産である貴重な公
有水面を埋立てて、特定
の者に土地の造成を認め
所有権を与えるものであ
ることから、免許権者
（都道府県知事又は港湾
管理者）の免許手続に係
らしめ、この手続は、公
衆への告示・供覧、地元
市町村長への意見聴取、
関係都道府県知事への通
知等の手続を経て行われ
ている。また、造成後の
土地利用が特定され、か
つ、埋立てによって土地
造成せざるを得ない場合
に限り免許が与えられる
ものである。
　従って、埋立地は、免
許どおりの形状で造成さ
れ、その処分や土地利用
についても免許どおり行
われるよう担保する必要
があり、安易な処分等は
認められるべきものでは
なく、これらの処分をや
むを得ず行う場合につい
ては、利権化及び乱開発
の防止等の観点から埋立
地の適正な利用を確保す
るため、免許権者の許可
に係らしめているもので
ある。
　また、国の立場から見
て極めて重要又はもたら
す影響が大きい埋立てに
ついては、その適切性を
国も判断する必要がある
ことから、都道府県知事
又は港湾管理者の免許に
際して、大臣認可に係ら
しめているところであ
り、埋立地の処分等に係
る免許権者の許可に際し
ても同様に国がその適切
性を判断する必要がある
ことから、大臣への事前
協議等に係らしめている
ものであり、その手続を
省略することはできな
い。
　なお手続の簡素化や処
理期間の短縮等について
は、既に構造改革特区に
おいて法第２７条等の大
臣協議については、本年
４月から標準処理期間を
２週間とする等の簡素化
を実施している。また、
本年５月には法第２７条
及び２９条の規定による
処分等の制限期間を１０
年から５年に短縮する法
改正を行ったところであ
り、この特例については
本年10月１日より施行さ
れることとなっている。
法改正時において衆・参
両議院において、公有水
面埋立てが極めて公益性
が高いものであることか
ら、特区認定にあたって
は十分に検討の上、適正
に行う旨の附帯決議が行
われており、これも踏ま
えて埋立行政を進めてい
くことが必要となってい

5049 5049020 大阪府 2

公有水面埋立法
における国土交
通大臣への報
告・協議事項の
廃止・縮小

①　公有水面埋立法第23
条第2項による国土交通大
臣への予めの報告を撤廃
する。

②　公有水面埋立法第２
条第３項第４号のいわゆ
る分譲埋立を行う資格を
有する者が行った埋立に
ついては、同法第27条第3
項及び第29条第3項による
国土交通大臣への予めの
協議を不要とする。

国土交通省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1200380

国庫補助により
整備した施設・
設備等の処分制
限の緩和

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律
第22条

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律施行令
第14条

国庫補助事業者等は、補
助事業等により取得し、
又は効用の増加した政令
で定める財産を、各省各
庁の長の承認を受けない
で、補助金等の交付の目
的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、
又は担保に供してはなら
ない。ただし、耐用年数
を勘案して各省各庁の長
が定める期間を経過した
場合などにおいては、自
由に処分できることとさ
れている。

ｃ

補助事業により取得した
財産の処分を制限する期
間については、各省各庁
が耐用年数を勘案して決
定しているものであり、
社会的ニーズの変化に対
応して緩和・短縮を検討
すべき性質のものではな
い。なお、補助事業主体
が、国庫補助事業により
設置した公園施設の転換
を行う場合、財産の処分
等を制限する期間を経過
していない場合において
も、各省各庁の長の承認
を受けることで、財産処
分等は可能である。

回答では、財産処分の制
限期間は耐用年数を勘案
して決定しているもので
あり、社会的ニーズの変
化に対応して緩和・短縮
すべき性質のものではな
いとされているが、
①要望内容は、公園利用
者の増加、既存公園の活
性化、ひいては地域の活
性化の観点から、社会
ニーズの変化に対応した
制限期間の短縮化、社会
ニーズの変化に即した弾
力的な対応を求めるもの
であり、この点を踏ま
え、改めて対応策を検討
され、示されたい。
②また、処分制限期間を
経過していない場合の承
認基準を定めることも対
応策の１つと考えられる
が、この点についても検
討されたい。

b Ⅲ

１．都市公園事業につい
て、補助事業により取得
し又は効用の増加した財
産を、利用ニーズの変化
等により、処分制限期間
を経過しないうちに処分
する必要がある場合に
は、残存価格を算出し、
国庫補助相当額を国に返
納することにより、財産
処分が可能である旨を改
めて周知する。
２．都市公園事業費補助
に関し定めている公園施
設ごとの処分制限期間を
定める国土交通省令につ
いて、公園施設の多様化
等に対応した見直しを検
討する。

都市公園事業費補助に係
る公園施設ごとの処分制
限期間を定める国土交通
省令について、社会経済
情勢の変化に応じた公園
施設の多様化等に対応で
きるよう、平成16年度中
に見直しを行い、措置す
ることについて見解を示
されたい。

5076 5076030 愛知県 3

国庫補助により
整備した施設・
設備等の処分制
限の緩和

国庫補助により整備した
施設・設備・備品の処理
制限期間を、社会のニー
ズの変化に対応できるよ
うに短縮

国土交通省

都市公園法の占
用施設、条件の
緩和

都市公園法で地下に設け
られるものとして占用が
認められる下水道施設は
「処理施設及びポンプ施
設」とされているが、雨
水貯留施設も含めるもの
とする。
また、占用が認められる
のは、２ヘクタール以上
の公園とされているが、
街区公園の規模でも占用
できることとする。

国土交通省5076 5076040 愛知県 4

立体公園制度を平成16年
度中に創設することにつ
いて、見解を示された
い。

回答では、立体公園制度
も設けることにより対応
とされているが、
①平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。
②要望主体の検討してい
る施設は同制度により設
置可能となるのか、改め
て検討し、示されたい。

b Ⅰ

①平成１６年度までに実
施することを検討中
②設置可能となるよう検
討

ｂ Ⅰ

空地を整備して災害の防
止に資すること等を目的
とした都市の貴重なオー
プンスペースの性格を有
している都市公園に、公
園施設以外の施設等を設
けることは都市公園の効
用を阻害する危険が高い
ため、都市公園法第７条
において占用物件を限定
的に定めているところで
ある。
また、都市公園の地下に
水道施設等を設けること
については、都市公園が
都市の貴重なオープンス
ペースの性格を有してい
ること等から、地下に占
用物件のない面積をなる
べく確保するために公園
の面積が２ｈａ以上とい
う条件を設けているとこ
ろである。
一方、都市公園と他の施
設とを立体的に活用する
ことが望まれる場合もあ
り、地域の状況によって
は地下の利用ができるよ
うに、新たに公園立体区
域を定めることができる
制度（立体公園制度）を
設けることについて検討
中。

z1200390
都市公園法の占
用施設、条件の
緩和

都市公園法
第7条第7号

都市公園法施行
令
第12条第2号の2

都市公園法施行
規則
第6条第2号
第8条第1項

都市公園内に占用が認め
られている下水道施設
は、処理施設及びポンプ
施設と規定されている。
また、都市公園の地下に
都市公園法施行令第１２
条第２号の２に規定する
水道施設等を設置する場
合、公園の面積が２ｈａ
以上、占有面積の２倍以
上という条件を満たして
いる必要がある。

訪問介護事業所
が行う通院等乗
降介助に付随す
る無料の移送
サービスを許可
を取らずに行え
ること。

介護保険法に定める訪問
介護事業所のホームヘル
パーが、その利用者を
ホームヘルパー自らが運
転する車両で病院等へ移
送することについて、利
用者から移送に係る料金
を徴収しない場合であっ
ても、介護報酬が出てい
ることから無償とはいい
難く、道路運送法上の許
可を受けなくてはならな
いとしている。

国土交通省5050 5050010 富山県 1

平成16年度中に訪問介護
事業者が行う移送サービ
スの法的取扱い等を明確
化することについて、見
解を示されたい。

要望内容は、タクシー利
用では高額の料金がかか
るため、ホームヘルパー
の運転する車両に無償で
乗車させ病院等へ移送す
るという、公共の福祉の
確保のためやむを得ない
事例と考えられる。その
上で、
①回答では、介護報酬の
対象になるか否かにかか
わらず、有償のタクシー
事業に該当するため、国
土交通大臣の許可が必要
とされているが、介護報
酬の通院等の乗降介助以
外に料金を徴収しない場
合には自動車で運送する
行為自体は無償であり、
道路運送法上の旅客自動
車運送事業に該当しない
と考えられるが、改めて
見解を明確に示された
い。
②また、貴省回答中、福
祉輸送をめぐる問題につ
いて、厚生労働省と検討
を進めているとあるが、
具体的な検討内容を明確
に示されたい。

b

要望は、訪問介護事業者
が行う乗降介助に付随す
る移送サービスについ
て、これを無償運送と認
めて道路運送法の許可を
不要とすることを求めた
ものであると考えられる
が、国土交通省として
は、要介護者の輸送と一
体的に行われる乗降介助
について介護報酬が設定
され、介護報酬及び自己
負担分の金額が支払われ
ている以上、有償のタク
シー事業に該当するもの
であり、道路運送法の許
可が必要であると考えて
いる。
なお、訪問介護事業者が
有償で行う要介護者等の
輸送サービスについて
は、できるだけ早く適正
化を図るべく、国会答弁
（平成１５年５月２７日
参議院厚生労働委員会）
等を踏まえ、厚生労働省
とともに、事業の実態も
十分勘案した上で、今後
の法的取扱い等について
具体的な検討を開始した
ところである。

ｃ

道路運送法上、他人の需
要に応じ、有償で、自動
車を使用して旅客を運送
する場合には、輸送の安
全及び利用者利便の確保
の観点から、旅客自動車
運送事業の許可が必要で
ある。提案の訪問介護事
業者が行う訪問介護と一
体となった要介護者輸送
については、介護報酬の
対象になるか否かにかか
わらず、有償のタクシー
事業に該当するものであ
り、タクシー事業の許可
を受けるとともに認可を
受けた運賃を収受するこ
とが必要である。
なお、構造改革特区にお
けるＮＰＯによるボラン
ティア輸送としての有償
運送可能化事業について
は、特区における結果を
検証の上、全国実施を図
ることとしている。
また、福祉輸送をめぐる
問題については、無用の
混乱を招くことがないよ
う、厚生労働省とも十分
調整を図りながら、改善
の実があがるよう検討を
進めておりところであ
る。

z1200300

訪問介護事業所
が行う通院等乗
降介助に付随す
る無料移送サー
ビスの実施の容
認

道路運送法第4条

道路運送法上、他人の需
要に応じ、有償で、自動
車を使用して旅客を運送
する場合には、旅客自動
車運送事業の許可が必要

である。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1200400
公共下水道管渠
の河川縦断占用
の容認

河川法第２４条
（土地の占用の
許可），河川法
第２６条第１項
（工作物の新築
等の許可），工
作物の設置許可
基準第１７の１
（管類等の設置
の基準）

河川区域内に管類等を設
置する場合は縦断方向に
設置しないことを基本と
する。

ｄ

治水上、重要な施設であ
る堤防の弱体化につなが
らない様、計画断面内に
入れないなど安全性を確
保したうえで、設置形
態、構造等によっては設
置可能な場合もある事か
ら、当該河川管理者と個
別に協議していただきた
い。

回答では、一定の場合に
は工作物の設置は可能と
されているが、平成６年
の工作物設置許可基準で
は、１①「縦断的に設置
しないことを基本とする
ものとする」とされてお
り、この趣旨は例外を認
めないものではなく一定
の場合には縦断的な占用
も許可できるものである
ことを明らかにするな
ど、要望についての対応
策について改めて検討
し、実施時期を含めて示
されたい。

ｄ

工作物の設置にあたって
の縦断占用については、
堤防の嵩上げや拡幅時等
に施工した堤防の余盛部
分など、今後更に沈下が
見込まれない場合におい
ては、計画堤防断面外と
して管類の縦断占用を例
外として認めているとこ
ろである。

河川の縦断占用につい
て、平成15年度中に設置
した事例集を作成し、こ
れを広く紹介することに
ついて見解を示された
い。

5077 5077010 愛媛県松山市 1 公共下水道管渠
の河川縦断占用

公共下水道の整備区域
で，河川敷地を除いては
下水道管を設置する場所
がなく，かつ河川が掘込
み河道である場合は，河
川の管理道内に下水道管
を縦断占用できるように
許可基準を緩和してほし
い。

国土交通省

中心市街地に
おける 特定優
良賃貸 住宅
制度の 改善

・入居者資格に係る収入
基準(収入分位２５％～８
０％）の撤廃

・入居者が負担すべき金
額の算定に係る市町村基
準係数の緩和

・入居申込み時の提出書
類の簡素化

国土交通省5082 5082010 岐阜県岐阜市 1

特定優良賃貸住宅制度の
運用の適正化を図るた
め、入居申込み時の提出
書類が過重なものとなら
ないよう、都道府県知事
は関係市町村と十分に調
整を行う旨、平成15年度
中に周知することについ
て、見解を示されたい。

①について：要望趣旨
は、入居者資格に係る収
入基準の撤廃であり、必
ずしも高額所得者に対す
る制度創設を意図したも
のではない。特に収入基
準を下回る入居者に対す
る対応、空室時の対応等
も考慮し、改めて検討
し、回答されたい。
③について：回答では、
これ以上の提出書類の簡
素化は困難であるとされ
ているが、地方公共団体
によっては国が求めてい
る以上の提出書類が必要
とされており負担となっ
ているとの指摘もある。
提出書類について、より
一層の簡素化に向けた対
応策について改めて検討
し、実施時期も含め回答
されたい。

①e
③ｃ

①について：特定優良賃
貸住宅の入居者資格にお
いて、原則収入分位を下
回る（0％～25%）者のう
ち、所得の上昇が見込ま
れる者の入居について
は、都道府県知事等に委
任されている。また、空
家であることをもって、
収入分位の撤廃を行うこ
とは、制度目的を相当に
逸脱することとなり、本
来の制度の枠内における
対応は困難である。
③について：国は、収入
分位の基準に適合するか
否かを確認するため、所
得に関する証明書のみ、
提出を必要とする旨通知
しているところであり、
特定優良賃貸住宅の制度
趣旨から、これ以上の簡
素化は困難である。ま
た、都道府県知事が入居
者収入基準等の入居者資
格を、地域の住宅事情等
に応じて独自に設定出来
る裁量性の大きい制度と
なっていることから、都
道府県知事が独自に定め
る入居者資格への適合の
可否を判断するために必
要な書類を、管下市町村
等に求めることは、許容
されるものと考えてい
る。
　なお、特定優良賃貸住
宅の供給に際しては、市
町村の住宅政策と密接な
関係を有すること等か
ら、都道府県知事に対し
て、市町村との十分な調
整や相互の連携等につい
て配慮する旨、既に通知
しているところ。

①ｆ
（一
部e）
②f
③c

①特定優良賃貸住宅は、
特定優良賃貸住宅の供給
の促進に関する法律に基
づき、中堅所得者等に対
する良質な賃貸住宅を供
給することを目的とする
ものである。
　提案の趣旨は、高額所
得者に対する新たな補助
制度の創設に関するもの
であるが、従来型の財政
措置の基本的な方針の変
更を伴うものであるた
め、対応は困難である。
②「市町村基準係数の緩
和」の意図が明かではな
いが、市町村基準係数
は、特定優良賃貸住宅に
対する家賃対策補助の額
の算定を行う上で、賃貸
住宅の存する市町村毎の
特性を反映させるものと
して、定めているもので
あり、当該係数を変更す
ることは予算制度の変更
にほかならず、従来型の
財政措置の変更を伴うも
のであるため、対応は困
難である。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

③現行の規定
は、法律の趣旨
に適合した入居
者資格を有する
かどうかを判断
する必要性か
ら、収入等を確
認するために最
低限必要な書類
の提出を求めて
いるものであ
り、現行規定以
上に書類を簡素
化することは困
難である。

z1200420

中心市街地にお
ける特定優良賃
貸住宅制度の改
善

①特定優良賃貸
住宅の供給の促
進に関する法律
第３条第４号
②同施行令第２
条第１号及び第
２号に規定する
国土交通大臣が
定める算定の方
法
③特優賃運用通
達別記１

①特定優良賃貸住宅の施
策対象者は、収入分位が
２５％～５０％（知事等
の裁量により０％～８
０％まで拡大可能）。
②市場家賃と入居者負担
基準額との差額を補助対
象に家賃対策補助を行っ
ている。また、入居者負
担基準額を算出する際に
必要な立地係数は、市町
村毎に決められる市町村
基準係数を用いて算出し
ている。
③入居に際しては、収入
等、法律が求める入居者
資格を満たすことを証明
する書類が必要。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

建築業許可要件
の緩和

｢常勤役員が、許可を受け
ようとする建設業の管理
責任者を５年以上経験し
ていなければならない｣と
いう建設業許可要件を緩
和し、例えば３年以上と
するなど、経営業務の管
理責任者としての経験期
間を短縮すべきである。
あるいは、同要件の｢常勤
する役員｣について、一定
規模以上の企業について
は、｢執行役員｣も認める
など弾力的な取扱いをす
べきである。

国土交通省5102 5102310
(社)日本経済
団体連合会 31

審査の取扱方針を平成15
年度中に策定することに
ついて、見解を示された
い。

①要望内容は、現行５年
以上の経営業務の管理責
任者としての経験年数を
例えば３年以上とするな
どの経験期間の短縮化す
ること、及び一定規模以
上の企業について執行役
員を認めるなど弾力的に
取り扱うこと、を求めて
いるものであり、これら
の点についての具体的な
対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえ、新た
な対応策が必要である場
合は実施時期について、
その時期となる理由も含
めて具体的に示された
い。

b

①、②について、
　建設業の許可の要件の
うち経営業務の管理責任
者の要件については、消
費者（＝発注者）保護の
観点から、法人の常勤役
員のうち1人に対し、許可
を受けようとする建設業
に関し5年以上の経営業務
の管理責任者としての経
験を有する者を求めるこ
と等により、適正な建設
業の経営の実施を確保し
ようとするもの。その経
験年数の算定にあたって
は、既に弾力的な運用を
図っており、例えば、許
可を受けようとする建設
業以外の建設業に関する
経験が4年あれば、許可を
受けようとする建設業の
経験は3年でよいこととし
ている。また、いわゆる
「執行役員」についても
個々の審査において弾力
的に対応しているところ
であるが、要望の内容も
踏まえ、今後、各企業に
おける「執行役員」につ
いて審査を行う上での統
一的な取扱の方針につい
て早急に検討に着手した
い。

ｄ

建設業の適正な運営の確
保の観点から、建設業者
に最低限必要とされる実
務経験として、役員等に
ついて「許可を受けよう
とする建設業に関し5年以
上経営業務の管理責任者
としての経験」を求めた
もの。したがって、これ
以上の期間の短縮は困難
であるが、既に告示によ
り、許可を受けようとす
る建設業に関し７年以上
経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあって経営
業務を補佐した経験を有
している者を建設業法第
７条第１号ロに規定する
「同号イに掲げる者と同
等以上の能力を有する
者」として、認定してお
り、いわゆる「執行役
員」についてもケースバ
イケースで判断すること
で対応している。

z1200480
建設業許可要件
の緩和 建設業法第7条第1号

許可の基準として、建設
業の許可を受けようとす
る者が法人である場合に
は常勤の役員等のうち１
人が、また、個人である
場合には本人又はその支
配人のうち１人が、次の
いずれかに該当すること
が必要である旨を規定
①　許可を受けようとす
る建設業に関し５年以上
経営業務の管理責任者と
しての経験を有している
こと
②　国土交通大臣が①に
掲げるものと同等以上の
能力を有するものと認定
したもの

共同住宅の容積
率算定基準のさ
らなる合理化

共同住宅のエレベーター
シャフト、パイプスペー
ス、ゴミ処理スペース、
太陽光発電設備スペー
ス、燃料電池設備スペー
スについて、容積率緩和
の対象とすべきである。

国土交通省5102 5102290
(社)日本経済
団体連合会 29

貴省再回答②について、
平成15年度中に措置する
ことについて、見解を示
されたい。

①エレベーターシャフト
等について、回答では
「これらを延べ面積に算
入しないこととした場合
は建築物の規模が拡大し
市街地環境の悪化が生じ
ることから適切でない」
とされているが、要望主
体の指摘する、都市イン
フラを備えた優良な集合
住宅等の整備を促進する
観点から、改めて具合的
な対応策を検討し、示さ
れたい。
②太陽光発電設備スペー
ス及び燃料電池設備ス
ペースについて、回答で
は「「機械室その他これ
に類する部分」としての
容積率緩和のほか、総合
設計制度等の容積率緩和
制度により対応可能」と
されているが、要望内容
は、環境・エネルギー対
策の一環としてこれらの
導入促進を図る目的か
ら、総合設計等の要件を
満たさないような一般的
な集合住宅等についても
当該部分を容積対象外と
するよう求めるものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討し、実施時期も含めて
示されたい。

ｄ

①優良な集合住宅等につ
いては、総合設計制度等
の活用により対応可能で
ある。
②建築基準法第５２条第
１３項については、特定
行政庁の運用により、
「機械室その他これに類
する部分の床面積の合計
の建築物の延べ面積に対
する割合が著しく大きい
場合」として取扱うこと
も可能であり、その旨周
知することとする。

c,ｄ

建築基準法第５２条第５
項の共同住宅の共用の廊
下又は階段の用に供する
部分については、従来屋
外に設けられる場合が一
般的であり、延べ面積に
算入しないこととされて
いたので、建築物の内部
にある場合に延べ面積に
算入しないこととしても
実態上の影響は小さい
が、エレベーターシャフ
ト等については、一般的
に屋内に設けられるもの
であり、延べ面積に算入
されてきたものであるた
め、これらを延べ面積に
算入しないこととした場
合は建築物の規模が拡大
し市街地環境の悪化が生
じることから適切でな
い。
　太陽光発電設備スペー
ス及び燃料電池設備ス
ペースについては、現行
制度においても、建築基
準法第５２条第１３項第
１号に規定する「機械室
その他これに類する部
分」としての容積率緩和
のほか、総合設計制度等
の容積率緩和制度により
対応可能である。

z1200470
共同住宅の容積
率算定基準のさ
らなる合理化

建築基準法第５２条第５項

共同住宅においては、エ
レベーターシャフト、パ
イプスペース等について
は床面積に算入されてい
る。一方、共同住宅にお
ける共用の廊下及び階段
の用に供する部分につい
ては容積率の算定の基礎
となる床面積に算入され
ない。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

都市公園地下へ
の変電所の設置
条件

都市公園の地下に変電所
を設置する場合、公園の
面積が２ｈａ以上、占有
面積の２倍以上という条
件を満たしている必要が
ある。これらの条件を撤
廃もしくは緩和すべきで
ある。

国土交通省5102 5102610
(社)日本経済
団体連合会 61

立体公園制度を平成16年
度中に創設することにつ
いて、見解を示された
い。

回答では、立体公園制度
も設けることにより対応
とされているが、
①平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。
②要望主体の検討してい
る施設は同制度により設
置可能となるのか、改め
て検討し、示されたい。

b Ⅰ

①平成１６年度までに実
施することを検討中
②設置可能となるよう検
討

ｂ Ⅰ

都市公園の地下に変電所
等を設けることについて
は、都市公園が都市の貴
重なオープンスペースの
性格を有していること等
から、地下に占用物件の
ない面積をなるべく確保
するために公園の面積が
２ｈａ以上、占有面積の
２倍以上という条件を設
けているところである。
一方、都市公園と他の施
設とを立体的に活用する
ことが望まれる場合もあ
り、地域の状況によって
は地下の利用ができるよ
うに、新たに公園立体区
域を定めることができる
制度（立体公園制度）を
設けることについて検討
中。

z1200510
都市公園地下へ
の変電所の設置
条件の見直し

都市公園法
第7条第7号

都市公園法施行
令
第12条第2号の2

都市公園法施行
規則
第8条第1項

都市公園の地下に都市公
園法施行令第１２条第２
号の２に規定する変電所
を設置する場合、公園の
面積が２ｈａ以上であっ
て、かつ、占有面積の合
計の２倍以上という条件
を満たしている必要があ
る。

自動車整備工場
の立地に関する
規制緩和

自動車の品質向上はその
使用年数の長期化をもた
らしている。そのような
中、ユーザーの自動車整
備に対する要請はより重
要となっている。しか
し、建築基準法における
土地の用途制限により、
住宅地における自動車整
備工場の建築が制限され
ており、ユーザーに近い
位置での工場設置、建て
替えが困難となってい
る。そこで、自動車整備
工場の立地制限の緩和が
必要である。
具体的には以下の措置を
要望。
１． 新築の場合の整備工
場設置可能面積の拡大
（１） 住宅専用地域につ
いて、50㎡以下を条件に
設置を認める(現行は設置
不可)
（２） 第1・2種住居地域
について、150㎡以下であ
ることを条件に設置を認
める(現行50㎡以下)
（３） 準住居地域につい
て、300㎡以下であること
を条件に設置を認める(現
行150㎡以下)
（４） 近隣商業・商業地
域について、500㎡以下で
あることを条件に設置を
認める(現行300㎡以下)
２． 第1・2種住居地域、
準住居地域における現有
面積での建て替え

国土交通省5102 5102330
(社)日本経済
団体連合会 33

要望内容は、特定行政庁
の許可や地区計画・特別
用途地区による対応では
なく、自動車整備工場に
ついて、ユーザーの利便
性向上、既存自動車整備
工場の建て替え促進によ
る環境面への貢献等の観
点から、一般的に、各用
途地域における面積基準
の引上げ、現有面積での
建て替えの容認を求める
ものであり、これらの点
についての見解を示され
たい。

要望内容は、具体的には
以下の措置の実現を求め
ているものであり、これ
らの点について具体的な
対応策を検討され、改め
て検討され、示された
い。
１． 新築の場合の整備工
場設置可能面積の拡大
（１） 住宅専用地域につ
いて、50㎡以下を条件に
設置を認める(現行は設置
不可)
（２） 第1・2種住居地域
について、150㎡以下であ
ることを条件に設置を認
める(現行50㎡以下)
（３） 準住居地域につい
て、300㎡以下であること
を条件に設置を認める(現
行150㎡以下)
（４） 近隣商業・商業地
域について、500㎡以下で
あることを条件に設置を
認める(現行300㎡以下)
２． 第1・2種住居地域、
準住居地域における現有
面積での建て替え

ｄ

１．２．の緩和事項につ
いて、地区計画や特別用
途地区に定めることによ
り対応可能であるので積
極的に活用されたい。な
お、これらは地権者の３
分の２の同意に基づき提
案することが可能である
ので、積極的に活用され
たい。

ｄ

一定の環境対策がなされ
た自動車整備工場の建築
については、地域の特性
に応じて地区計画による
用途制限の緩和や地方公
共団体の条例により建築
物の用途制限の緩和を定
めることができる特別用
途地区を活用することで
きめ細かく対応可能であ
る。また、都市計画で定
める用途地域の制限に合
致しない個別の建築物に
ついては、当該用途地域
の環境を害するおそれが
ないもの等として特定行
政庁が認めて許可するこ
とで対応可能である。

z1200500
自動車整備工場
の立地に関する
規制緩和

建築基準法第48
条

各用途地域ごとに建築可
能な建築物の範囲又は建
築してはならない建築物
の範囲が定められてい
る。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状 措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他 各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

6011 6011060 鳥取県 6 有償運送の可能
化 1206

高齢者・身体障害者等公
共交通機関による移動が
制約される者をボラン
ティア等が輸送する場合
における有償運送を認め
る。

国土交通省

6012 6012010

特定非営利活
動法人

ユートピァ誠
道

1

NPOによるボラン
ティア輸送とし
ての有償運送可
能化事業

1206

境港市・境港市社会福祉
協議会等が実施すべきで
ありながら、予算が無い
として実施していない。
当該NPOが全くの助成措置
なくして、単独負担で取
り組んでいる。鳥取陸運
局は道路運送法の許可を
取って始めて頂きたいと
の回答でり、このままで
は存続が困難である。弱
者である重度身体障害者
の福祉のために支援した
いので、道路運送法の規
制を撤廃して欲しい。

国土交通省

z1210020
違法広告物の簡
易除去措置の対
象範囲の拡大

屋外広告物法
第７条

都道府県知事は、はり紙
等を自ら除却し、又はそ
の命じた者若しくは委任
した者に除却させること
ができる。
なお、のぼり旗等につい
ても、特区の特例（基本
方針別表１２０９）によ
り対応可能。

ｂ

屋外広告物法の特例に係
る申請状況及びその効果
等を踏まえて、当該特例
を全国規模に拡大するこ
とを検討する予定。

回答では、特区での実態
評価を踏まえ全国展開を
検討とされているが、
①要望内容は、平成11年
屋外広告物基本問題検討
委員会の報告も踏まえ、
本特例に関し特に弊害も
認められないことから速
やかな全国展開を求める
ものであり、この点に対
する見解を明確に示され
たい。
②上記①を踏まえ、可能
な限り速やかに全国展開
する観点から、実施に向
けた対応策・実施時期に
ついて検討され、示され
たい。

ｂ Ⅰ 平成１６年度までに措置
することを検討中。

平成16年度までに実施す
ることについて、見解を
示されたい。

6010 6010030 長野県 3
違法広告物の簡
易除去措置の対
象範囲の拡大

1209

現行においては、のぼり
旗等については簡易除去
の対象となっていないの
で、簡易除去の対象とす
る。

国土交通省

都市公園におけ
る22(33)ｋＶ配
電用変圧器の占
有条件の緩和

都市公園に、変電所を設
置する場合、地下に設
け、変電所頂部と地面と
の距離が原則として３
メートル以下としないよ
う規制されている。変電
所のうち22(33)kV配電用
変圧器については、上記
規制対象から除外し、公
園管理者の許可を受けた
場合には地上への設置を
可能とすべきである。

国土交通省5102 5102620
(社)日本経済
団体連合会 62

「22kV配電用変圧器の占
有面積は４ｍ2程度と、一
般的な都市部の変電所の
約200分の１の大きさに過
ぎない。したがって、
22(33)kV配電用変圧器
は、電気事業法上「変電
所」ではあるものの、一
般的な変電所に比べ十分
小さく、公園の大きさや
設置する場所等によって
は、地上に設置しても公
園の効用を著しく阻害す
るものではない」との要
望主体の考えも踏まえ、
改めて見解を示された
い。

回答では、「公園施設以
外の施設等を設けること
は都市公園の効用を阻害
する危険が高い」との理
由から対応困難とされて
いるが、
①要望内容は、公園管理
者の許可を要件として、
占有面積が約4㎡程度と規
模の小さい変圧器の設置
の実現を求めるものであ
り、この点について、他
法令の取扱いも考慮し、
具体的な対応策を改めて
検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ

都市公園は、都市を緑化
して都市環境の向上を図
るとともに、空地を確保
して、避難、防火等の災
害の防止に資することを
目的として設置される都
市の貴重なオープンス
ペースであり、このよう
な都市公園の性格から、
公園施設の建ぺい率も原
則として２％以内とされ
ている。
公園施設以外の都市公園
の占用については、公共
性の強いもの、公園の機
能との関連性を有するも
のや公園のオープンス
ペースとしての特性を生
かしたもの等の必要やむ
をえないものに限って認
めているものである。
22(33)kV配電用変圧器に
ついては、こうした公園
のオープンスペースとし
ての機能や占用許可が可
能なものが公園機能と関
連の深いもの等に限定さ
れていることに照らし、
たとえ規模が小さくと
も、占用許可の対象とす
ることは難しいと考え
る。

ｃ

空地を整備して災害の防
止に資すること等を目的
とした都市の貴重なオー
プンスペースの性格を有
している都市公園に、公
園施設以外の施設等を設
けることは都市公園の効
用を阻害する危険が高い
ため、都市公園法第７条
において占用物件を限定
的に定めているととも
に、都市公園の管理に適
正を期すために特に変電
所等については地下に設
け、変電所頂部と地面と
の距離は、原則として３
メートル以下としないこ
ととの基準を定めている
ところである。したがっ
て、基準を満たさない変
電所を設けることは困
難。

z1200520

都市公園におけ
る22(33)ｋＶ配
電用変圧器の占
有条件の緩和

都市公園法
第7条第7号

都市公園法施行
令
第12条第2号の2

都市公園法施行
規則
第16条第4号の2

都市公園の地下に都市公
園法施行令第１２条第２
号の２に規定する変電所
を設置する場合、地下に
設け、変電所頂部と地面
との距離は、原則として
３メートル以下としない
ことと規定されている。

ＮＰＯによるボランティ
ア輸送として自家用自動
車による有償運送事業を
平成15年度に全国実施す
ることについて、見解を
示されたい。

a

本特区制度については、
４月及び５月に認定を受
け、現在、本特区制度に
よる自家用自動車の有償
運送事業の実施に向け、
準備を進めていただいて
いる。本特区制度につい
ては、「構造改革特区推
進のためのプログラム」
（平成１４年１０月１１
日構造改革特区推進本部
決定）において、「全国
で実施するための３ヶ月
程度の先行実施」と位置
付けられており、すでに
認定された特区について
３ヶ月程度実施した結果
を評価した上で、これら
の結果を踏まえ、必要に
応じて制度を見直した
上、全国実施を図ること
とする。

ａ Ⅳ

ＮＰＯによるボランティ
ア輸送については、「構
造改革特別区域法に係る
ＮＰＯによるボランティ
ア輸送としての有償運送
可能化事業における道路
運送法第８０条第１項に
よる申請に対する取扱い
について」（平成１５年
３月１８日付け国自旅第
２３１号）において、自
家用自動車による有償運
送の許可要件を緩和した
ところであるが、当該制
度については、特区にお
ける結果を検証の上、全
国実施を図ることとして
いる。

z1210010

ＮＰＯによるボ
ランティア輸送
としての有償運
送可能化

道路運送法第80
条第1項、
H15.3.18国自旅
第231号通達

ＮＰＯによるボランティ
ア輸送については、「構
造改革特別区域法に係る
ＮＰＯによるボランティ
ア輸送としての有償運送
可能化事業における道路
運送法第８０条第１項に
よる申請に対する取扱い
について」（平成１５年
３月１８日付け国自旅第
２３１号）に基づき、現
在特区において認定され
た事業のみに認められて
いる。

回答では、特区での結果
を検証の上全国実施を図
るとされているが、
①要望内容は速やかな全
国展開を求めるものであ
り、この点に対する見解
を明確に示されたい。
②上記①を踏まえ、可能
な限り速やかに全国展開
する観点から実施に向け
た対応策・実施時期につ
いて具体的に検討され、
示されたい。
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